
 

事業系燃やすごみ専用指定袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇小諸市以外の事業所は使用できません。 

〇事業所名は必ずお書きください。 

〇袋のまま焼却しますので、燃やすごみだけを分別して入れてください。 

〇埋立ごみ、生ごみ、資源物（古紙類など）は入れないでください。 

〇ごみが飛び出さないよう袋の口はしっかりしばってください。 

〇ごみの減量・資源化（リサイクル）を進めましょう。 

〇この指定袋を使用するには市への登録が必要となります。 

取扱い上の注意 

警告●この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かな

いところに保管してください。 

注意●突起のあるものを入れると材質上やぶれることがありますのでご注意ください。 

●火のそばや直射日光を避けて保管してください。 

●摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。 

Ａ＝７００ｍｍ程度（まちの部分を含む） 

Ｂ＝９００ｍｍ程度 

Ｃ＝１５０ｍｍ程度 

Ｄ＝ ６０mm 

Ｅ＝３９０mm 

※小諸市では、自主財源の確保と地域経済の活性化を図るため、この事業系ご

み指定袋に有料広告を掲載しています。なお、この広告の広告主及び広告内

容について、小諸市が推奨等するものではありません。 
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